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事業の目的 根拠法令等

　一人暮らし等高齢者に安定した昼食を提供することを通して一人暮らし等高齢者の孤独感の解消、
健康の保持、安否の確認等を行うことにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

実施形態事業開始時期 合併以前

■概要
　配食サービスを受けることが訪問調査により必要であると認められる市内に居住する65歳以上の一人暮らし等高齢者
に対し、委託業者が調理した食事（昼食）を月曜日から土曜日までの希望する曜日に利用者宅に届けることにより、安
否確認及び健康状態の確認等に寄与する。
　利用者の状況に応じて、普通食のほか、ご飯はおかゆ食・やわらかめ、おかずは減塩食・刻み食といった要望にも対
応しており、経費としては、１食当たり配食委託料822円、そのうち利用者負担金は411円となっている。
　安否を確認するため、食事は手渡しとしているが、チャイムを鳴らしても返事が無いなどの場合には、委託業者から高
齢者支援課に連絡がある。連絡を受けた場合には、あらかじめ登録されている家族等に安否確認を依頼するが、それ
でもなお、連絡が取れない場合には関係機関又は職員が現場へ行き、確認を行う。
■対象者
　一人暮らし等高齢者で、かつ、サービスを利用することが必要であると市長が認めるもの
■見直しについて
　１食当たりの配食委託料と利用者負担金について、当初は１食当たり800円（うち利用者負担金400円）であったが、以
後、消費税率の改定に伴い、単価の見直しを行ってきている。
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《指標とした数値変化に対する要因分析など》
高齢化社会の進展（市高齢化率の上昇）に伴い、本事業の対象者が増加していることから、利用者数は概ね増加傾向
にある。また、配食数についても、平成30年度は減少したものの、これまでは増加傾向にあった。

　多摩26市においても同様の配食サービスが実施されているが、西東
京市は26市の中でも利用者数が多い。利用者負担も他市に比べて比
較的安価であることからサービス水準は高いと考える。

　民間やNPO等においても同様なサービスを実施している。

他団体のサービス水準との比較
（平均値との比較、本市の順位など）
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